
Ⅷ 安全安心な暮らしを守る 

１ 防災対策の推進 
（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

266 消防職員・消防団

員活動強化事業 

当初要求 

71,689

↓ 

要求見直し 

71,802

↓ 

査定 

71,802

消防活動の充実強化や地域防災力の向

上を図るため、消防職員や消防団員の教

育訓練、消防操法大会等を実施 

・消防団の加入促進、知名度向上・イメ

ージアップを図るための広報事業 

・消防団員研修の実施 

・消防団員訓練へのインストラクター

派遣 

防災部 
[消防総務課] 

267 震災・風水害等災

害対策事業 

当初要求 

47,678

↓ 

要求見直し 

47,669

↓ 

査定 

47,669

地域防災計画等の実効性を高めるた

め、市町村や地域住民と一体的に災害に

備えた対策を実施 

①防災訓練の実施（情報伝達、避難訓

練、応急対策等） 

・住民が主体となった避難所運営を

想定した実働訓練 

・中国５県共同防災訓練 

②防災研修の開催等 

・地域防災人材育成研修 

・自主防災組織のリーダー等への研

修や防災安全講習 

・地域の防災力向上を図るため、市

町村と連携して地域住民等を対象

とした防災士養成講座を開催し、

資格取得者の増加を促進 

 ③防災備蓄物資の更新・補充 

防災備蓄物資整備計画で想定する

備蓄物資の更新・補充を実施 

 ④市町村等の防災力向上支援 

・災害時における住家被害の認定に

関する研修 

・三瓶山の情報共有のための講演会

等の開催 

・被災地に派遣する職員等を対象

に、避難所運営等の実践的な研修

を実施 

防災部 
[防災危機管理

課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

268 原子力防災・安全

対策事業 

当初要求 

1,131,929

↓ 

要求見直し 

1,131,866

↓ 

査定 

1,131,866

万一の原子力災害の発生に備え、原子

力防災資機材の整備、環境放射線等監視、

住民避難体制等を充実 

①原子力防災資機材の整備 

緊急時に備え、防護服、防護マス

ク、個人線量計等の防災資機材を整

備 

②モニタリング機能の強化 

放射線・放射性物質測定機器の更

新 

③２県６市による防災訓練の実施 

初動対応、住民避難、緊急時モニタ

リング等 

④普及啓発の実施 

広報誌やパンフレット等の作成配

布、講演会の開催等 

防災部 
[原子力安全対

策課]

269 新型インフルエン

ザ等対策事業 

当初要求 

215,676

↓ 

査定 

215,676

新型インフルエンザ等の感染症発生時

に適切に対処するための体制整備 

①初動対応体制の確保 

帰国者接触者相談センターの設置、

ウイルス検査及び感染拡大防止対策

経費 

②空床確保 

県の要請により重症患者等の受入 

  れのために空床を確保した医療機関 

を支援 

③備蓄物品の更新 

発生に備え備蓄している抗インフ 

  ルエンザウイルス薬等の更新 

健康福祉部 
[薬事衛生課] 

270 風雪害等による農

業施設等復旧対策

事業 

当初要求 

300,000

↓  

査定 

225,000

 風雪害等に備え、農業施設等の復旧費

に対する助成額を計上（№21 再掲） 

農林水産部
[農畜産課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

271 道路整備事業（落

石対策） 

当初要求 

1,566,079

↓ 

要求見直し 

2,460,999

↓ 

査定 

2,460,999

［うち補正］

894,920

 道路の安全を確保するため、「落石に係

る道路防災計画（令和２年度改訂版）」に

基づく対策等を実施

［主な対策等］ 

  ・道路斜面点検及び危険な石の除去 

  ・落石防護網等の設置 

土木部 
[道路維持課] 

272 河川整備事業（江

の川流域浸水対

策） 

当初要求 

480,100

↓ 

査定 

480,100

 平成 30 年、令和２年の二度の豪雨災害

で浸水被害を受けた地区の再度被災を防

ぐため、江の川支流県管理河川の河道拡

幅、築堤、樋門整備等を実施 

土木部 
[河川課]

273 水防情報システム

整備事業 

当初要求 

34,000

↓ 

査定 

34,000

 雨量、水位、ダム諸量などのデータを一

元的に管理し、関係機関及び県民への情

報提供や水防情報の発表に活用するシス

テムを更新整備 

 ［事業期間］Ｈ29～Ｒ５ 

土木部 
[河川課]

274 新規 津波災害警戒区域

指定事業 

当初要求 

20,000

↓ 

査定 

20,000

 津波防災地域づくりに関する法律（津

波法）に基づき、津波に対する避難場所の

確保やハザードマップ作成等による住民

の避難体制の整備を促進するために「津

波災害警戒区域」の指定を実施 

［事業期間］Ｒ３ 

［実施内容］指定範囲検討 

土木部 
[河川課] 

[港湾空港課] 

農林水産部 
[農地整備課] 

[漁港漁場整備

課]

防災部 
[防災危機管理

課] 

275 土砂災害予警報シ

ステム再開発事業 

当初要求 

157,500

↓ 

査定 

157,500

雨量データの一体的な管理や気象庁か

らの土砂災害危険度判定データの演算処

理等を行い、雨量情報、土砂災害危険度情

報を市町村や県民に提供するシステム等

を更新整備 

［事業期間］Ｈ30～Ｒ４ 

［Ｒ３実施内容］ 

観測施設の更新整備 

土木部 
[砂防課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

276 木造住宅耐震改修

等事業 

当初要求 

7,868

↓ 

査定 

7,868

国の新耐震基準導入（昭和 56 年）以前

に建築された木造住宅の耐震化を促進す

るため、補強計画策定や改修等の経費を

助成 

［実施主体］市町村 

［上限額］ 

・補強計画策定   100,000 円／戸 

・耐震改修・建替え 209,000 円／戸 

・解体       100,000 円／戸 

・総合的支援（設計・耐震改修等） 

250,000 円／戸 

土木部 
[建築住宅課]

277 要緊急安全確認大

規模建築物に対す

る耐震改修助成事

業 

当初要求 

16,343

↓ 

査定 

16,343

地震発生時に特に安全性が求められる

不特定多数の者が利用する大規模な建築

物の耐震改修等に要する経費の一部を助

成 

［実施主体］市町村 

［対象施設］ 

国の新耐震基準導入（昭和 56 年）

以前に建築された不特定多数の者が

利用する大規模建築物 

［負担割合］ 

     国 1/3､県 1/6､市町村 1/6、 

事業者 1/3 

［上限額］51,200 円／㎡以内 

土木部 
[建築住宅課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

278 要安全確認計画記

載建築物に対する

耐震診断・改修助

成事業 

当初要求 

49,342

↓ 

査定 

49,342

地震災害時に人命救助活動等に必要な

物資、要員等の広域的な緊急輸送を行う

道路を閉塞させる恐れがある建築物の耐

震診断及び改修等に要する経費の一部を

助成 

［実施主体］市町村 

［対象施設］ 

国の新耐震基準導入（昭和 56 年）

以前に建築され、県及び市町村の耐

震改修促進計画において指定した緊

急輸送道路沿いで道路を閉塞する恐

れがある建築物 

 ①耐震診断助成     

   ［負担割合］ 

     国 1/2、県 1/4、市町村 1/4 

   ［上限額］ 

1,050 円／㎡～3,670 円／㎡以

内 

 ②耐震改修助成     

    ［負担割合］ 

       国 2/5、県 1/6、市町村 1/6、

事業者 4/15 

    ［上限額］ 

      住宅   34,100 円／㎡以内 

      住宅以外 51,200 円／㎡以内 

土木部 
[建築住宅課]

279 ブロック塀等の安

全確保事業 

当初要求 

3,168

↓ 

査定 

3,168

地震発生時におけるブロック塀等の倒

壊または転倒による災害を防止するた

め、危険性の高いブロック塀等の撤去等

に要する経費の一部を助成 

・ブロック塀等の解体撤去費用助成 

［実施主体］市町村 

［対象経費］ 

県・市町村が指定する避難路等

に面している危険性が高いブロッ

ク塀等の撤去費（撤去後に安全な

フェンス等を設置する経費を含

む） 

［県助成上限額］66,000 円／1件 

［負担割合］ 

    国 1/3、県 1/6、市町村 1/6、 

所有者 1/3 など 

土木部 
[建築住宅課]

-153-



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

280 老朽危険空き家除

却支援事業 

当初要求 

9,000

↓ 

査定 

9,000

老朽危険空き家の除却を促進するた

め、除却費用の一部を助成 

［実施主体］市町村 

［対象施設］ 

  住宅地区改良法に規定する不良住

宅のうち、倒壊した際に、前面道路ま

たは隣地へ影響を及ぼす恐れがある

老朽危険空き家 

［県助成上限額］30 万円 

［負担割合］ 

  国 2/5、県 1/5、市町村 1/5、 

所有者 1/5 など 

土木部 
[建築住宅課]
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